
 

 
 ロビー活動の一例として、税制改正において毎年のごとく撤廃が叫ばれている社会保険

診療報酬に対する事業税の非課税措置について、万一、撤廃が行われると以下の金額が増

税となります。 
  所得 1,000 万円の場合 約 50 万円 
  所得 1,500 万円の場合 約 75 万円 


